
深谷寄居医師会指定居宅介護支援事業所運営規程 

 

 

（事業の目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人深谷寄居医師会が開設する深谷市在宅介護支援セン

ターＦＯＭＡ・なごみ（以下「事業所」という。）が行う居宅介護支援事業（以

下「事業」という。）の適切な運営を確保するため、人員及び管理運営に関す

る事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態にある高齢者等（以下

「要介護者」という。）に対し、適正な居宅介護支援を提供することを目的と

する。 

（運営の方針） 

第２条  事業所の介護支援専門員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その能力に応

じた自立した日常生活を営むことができるよう援助を行う。 

    事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療･福祉サービスとの        

綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

（事業所の名称等） 

第３条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

一   名 称 深谷市在宅介護支援センターＦＯＭＡ・なごみ 

二   所在地 深谷市新戒４１３－１ 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第４条  事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。 

一   管理者 １名 （介護支援専門員を兼務） 

管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

二   介護支援専門員 ３名以上 

介護支援専門員は、居宅介護支援業務を行い、要介護者の能力に応じた自立 

した日常生活を営むことができるよう援助を行う。 

（営業日及び営業時間） 

第５条  事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。 

 一  営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、１２月３０日から１月３日ま       

で及び祝日を除く。 

二   営業時間 ９時～１７時４０分までとする。 

三   連絡体制 電話等により、２４時間常時連絡が可能な体制をとる。 

 

（居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等） 

第６条  居宅介護支援の提供方法、内容は次のとおりとし、利用料の額は、厚生労働大

臣が定める基準によるものとする。 



 

一  相談の場所 深谷市在宅介護支援センター相談室（必要に応じて居宅訪問を 

  実施） 

二  課題分析表の種類 ＦＯＭＡ・なごみ オリジナル 

三  居宅訪問の頻度 少なくとも月に 1 回 

四 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書 

で説明した上で、支払いに同意する旨の文書に署名（記名押印）を受けることと       

する。 

（虐待防止に関する事項） 

第７条  事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものと

する。 

（１） 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施 

（２） その他虐待防止のために必要な措置 

 二  事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等 

     高齢者を現に養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場 

合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。 

（通常の事業の実施地域） 

第８条  通常の事業の実施地域は、深谷市の区域とする。 

（事故発生時の対応） 

第９条  介護支援専門員等は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が 

発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、 

必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。 

（苦情・ハラスメント処理） 

第１０条 事業所は、提供した指定居宅介護支援又は自ら居宅サービス計画に位置付け 

     た指定居宅サービス等に対する利用者又はそのご家族等からの苦情・ハラス

メントに迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講ずるものとする。 

    ２事業所は、提供した指定居宅介護支援に関し、介護保険法第２３条の規定に 

     より市町村が行う文章その他の物件の提出若しくは提出の求め又は該当市 

     町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力 

     するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言 

     に従って必要な改善を行うものとする。 

    ３事業所は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス又は指定 

     地域密着型サービスに対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立て

に関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。 

    ４事業所は、指定居宅介護支援等に対する利用者からの苦情に関して国民健康 

     保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、自ら提供した指定居宅介護 



     支援に関して国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当 

     該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。 

（事業継続計画） 

第１１条 業務継続計画（BCP）の策定等にあたって、感染症や災害が発生した場合で 

     も、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、業務継続 

     計画を策定するとともに、その計画に従い必要な研修及び訓練を実施するも 

     のとする。 

（衛生管理） 

第１２条 感染症の予防及びまん延防止に努め、感染防止に関する会議等においてその 

     対策を協議し、対応指針等を作成し掲示を行う。また、研修会や訓練を実施 

     し、感染対策の資質向上に努める。 

（その他運営についての留意点） 

第１３条 その他運営についての留意点は次のとおりとする。 

 一   従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、ま   

た業務体制を整備する。 

（１） 採用時研修 採用後６か月以内 

（２） 継続研修  年２回 

二  従業者は、職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

三  従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させる

ため、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従

業者との雇用契約の内容とする。 

四  この規程に定めるほか、運営に必要な事項は、一般社団法人深谷寄居医師会長

と事業所の管理者の協議に基づいて定めるものとする。 

 

   附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

この規程は、平成１８年１２月１日から施行する。 

この規程は、平成２４年５月１日から施行する。 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 この規程は、平成２８年２月１日から施行する。 

 この規程は、平成２８年７月１日から施行する。 

この規程は、平成２９年８月１６日から施行する。                                         

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 

この規定は、令和２年２月１日から施行する。 

この規定は、令和４年１月１日から施行する。 



この規定は、令和 6 年４月１日から施行する。 



       利用者からの苦情を処理するために構ずる措置の概要 

事業者又は事業所名 深谷市在宅介護支援ｾﾝﾀｰ FOMA・なごみ 

申請するサービスの種類 居宅介護支援事業 

 

措 置 の 概 要 

１ 利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口（連絡先）、担当者の設置 

相談、苦情に対する常設の窓口として、管理者を充てる。なお、担当者が不在 

の場合には、他の介護支援専門員が対応できるように引き継ぎを行う。 

（電話番号）０９０－３４３２－５４３８（２４時間対応） 

（ＦＡＸ） ０４８－５８７－１１８１ 

（相談担当者） 管理者 

２  円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順 

・ 苦情があった場合、ただちに担当の介護支援専門員が相手方に連絡を取り、 

事情を確認する。 

・ 苦情がケアプランに関するものであった場合には、必要に応じて検討会議を 

開催し、その結果に基づいた対応を行う。 

・ 苦情がサービス提供に関するものであった場合には、当該サービス業者に対

して連絡を取り、事情を確認する。 

・ いずれの場合でも、翌日までに具体的な対応を行う。 

・ 記録を台帳に保管し、再発防止に役立てる。 

 

３  苦情があったサービス事業者に対する対応方針等 

・ 苦情があったサービス事業者に対しては、ただちに連絡を取り、事情を確認 

する。 

・ 必要に応じて、サービス事業者に対して今後の具体的な対応方法を求め、利

用者に通知する。 

 

４  その他参考事例 

・ サービス提供の質を高めるため、介護支援専門員に対する定期的な研修及び 

ケース研究会議を行なう。 

 

 

 

 

 

    



関係市町村並びに他の保健医療･福祉サービスの提供主体との連携の内容 

事業者又は事業所名 深谷市在宅介護支援ｾﾝﾀｰ FOMA・なごみ 

申請するサービスの種類 居宅介護支援事業 

 

連 携 の 内 容 

１  関係市町村との連携 

・ 深谷市社会福祉協議会基幹型介護支援センター及び深谷市在宅介護支援セン

ター（地域型）と相談支援のネットワークを結び、相互に情報提供を行う。 

・ 介護保険対象外のケースについては、上記各支援センターと協力して、適切

なサービスが受けられるように配慮するものとする。 

・ 利用者が正当な理由なしに法第２４条第２項に規定する介護給付等対象サー

ビスの利用に関する指示に従わないこと等により、要介護状態等の程度を増

進させたと認めたとき、又は偽りその他不正の行為によって保険給付の支給

を受け、若しくは受けようとしたときは、遅滞なくその旨を関係市町村に通

知する。 

 

２  地域包括支援センターや他の保健医療･福祉サービスの提供主体との連携 

・ 利用者のかかりつけ医との連絡を密に取る。 

・ 地域包括支援センター、他サービス提供事業者を含めた定期的な連絡会議及

びケース検討会を開催し、地域のニーズ把握に努める。 

・ 市町村で実施している老人保健事業に関する情報を収集し、利用者に提供す

る。 

・ 深谷市介護ボランティアの会が行っている配食サービスについて、ケアプラ

ン作成の際に、利用が可能かどうかを検討する。また、定例会に出席してボ

ランティア団体の立場からの介護支援との連携を図る。 

・ 介護保険施設（ＦＯＭＡ・なごみ、はなみずきなど）との連携を密にし、利

用者が希望する場合には、介護保険施設の入所、退所による生活の円滑な移

行を援助する。 

・ 通常の事業実施地域等を勘案し、利用申込者に対し適切な指定居宅介護支援

を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者

の紹介、市町村への連絡その他の必要な措置を講じる。 

 

３ その他 

 ・地域の町内会、民生委員等を対象に市･在宅介護支援センターと合同で介護保 

  険及び居宅介護支援事業の説明会を行う。 

 


